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はじめに

インドの裁判所制度は，イギリスと同じく最高

裁判所と高等裁判所といういわゆる上位裁判所と

それ以下の裁判所により構成される下位裁判所に

わけることができょう。

最高裁判所と高等裁判所については憲法に詳細

な規定が設けられており，また歴史的にもイギリ

スの統治下において輝かしい伝統を有し，さらに

インドの法学者の研究対象がこれらの裁判所の判

例に限られてさえいる，などの理由から，これら

の上位裁判所について論ずる文献も多い。

筆者も1973年のいわゆる［司法危機J(Judicial 

Crisis）の問題に関係して，不完全であるが，これ

らの上位裁判所について論じたことがある悦U。

その結論は，これらの裁判所はインドの士から遊

離するまでにイギリス的ないし西洋的なものとな

っているということであった。

前稿の作成段階で筆者が絶えず疑問と考えてい

たことは下位裁判所の問題であった。しかしこの
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下位裁事販の現状を分析している文献は，筆者の

知る限り1958年のインド法律委員会の第14次報告

書を除けば皆無に近い悦2¥

幸い当時筆者はインド滞在の機会を与えられて

いたので，折ある毎に各州、！の高裁を訪問すること

ができた。その間に入手しえた資料および情報を

整理し，この制度の理解のために必要な歴史的検

討を加えたのが本稿である。

結論をごく簡単に述べれば，インドの下位裁判

所は，高等文官裁判官の存在を除けばイギリスの

司法の伝統を比較的スムーズに受け継いできた上

位裁判所とは異り，当初からイギリスの植民地統

治という生々しい現実から出発しており，独立に

いたるまで行政と密接に関係しながら発展してき

たc その裁判官は，中鞍は高等文守職により占め

られ，イギリスの伝統である笹秀な弁護士が裁判

官に任命されるという法曹 1元型の裁判官ではな

く佐竹むしろ大陸器系にみられる官僚型裁判官

が中心であった。

独立後高等文官職の溌！とおよび司法の独立とい

う理念から， ！二位裁判所はイギリス型の法曹一元

化への傾向を強くみせたのに対して，下位裁判所

は官僚型裁判官という特徴を維持しているばかり

でなく，これを発展させており，現在この傾向が

濯に上位裁判所に対して影響を及ぼしつつあるよ

うに思われる。

本稿では，最初に独立前のインドの裁判所制度
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の歴史を概観し，つづいて下位裁判所の管轄権お

よび裁判官の任命・昇任に関する制度を検討し，

最後にこれらの裁判官をめぐる問題点を指摘した

¥t＇。

（注 l〕 JU！楠「インドにおける『司法危機』J（『アジ

ア経済』 第15巻第 1};) 1974年 1JJ）。

Ci主2) The Law Commission of India, 14th 

Report: Reform of Judicial ,4dmi河istration,New 

Dehi, The Manager of Publication 2Vols.この問

題は第 9章で詳しく検討されている。なお，報告書は

i'-J川｝Ji議「インド法委員会についてーすーその第14次報

t: i問中心lζ一一」（『比較法学』 1974刊に筏単に

来日介されてい乙。

（注3) イギリスの制度iζ関しては， i討中英夫『英

米の司法』東大出版会 1973年参照。なお，イギリス

法学有ーからみたインドの上位裁判所と下役裁判所の対

比については， ドfiJ瑛二「インドの裁判所見学一一イ

ンドの非常事態左は何か一一」（『法学セミナー』 1976

年9Jj ¥J) 50～54ベーンがある。

I 独立前のインドの裁判所制度

1. 独立前の裁判所制度の形成と発援

現行のインドの裁判所制度の歴史を考える場

合，（1）管区都市（Presidency1、own)-c."のよりイギ

リス的な司法制度の形成と発展，（2）それ以外の地

域（ムブアツザノレ＜ Muff as盃1）と呼ばれる）における

東インド会社の統治のもとでのよりインド的な司

法制度の形成と発展，および（3)1861年インド高等

裁判所訟による両司法組織の統合とその後の発展

に分けて論ずるのが便利であろう。

(1) 管区都市

1443年の「規制法J(Regulating Act) （注l）は，

東インド会社の統治機構を整備する他2）ととも

に，国王に対して，カノレカッタに会社の統治機構

とは独立した「最高法院j(Supreme Court）を設置

する権限を与えた（注3）。これにもとづき1774年勅

インドの下位裁判所

許状が出されたが，この法律および勅許状による

と，この最高法院は国王の任命する 5年以上の法

廷弁護士（Barrister）の経験を有する首席裁判官お

よび3人の裁判官により構成され（注4），かれらは

「国王の意向にそう問」（duringhis Majesty’s plea. 

sure）その職に就くものとされた位5）。

この裁判所の管轄権は，民事，刑事，海事およ

び教会事件という一切の事件におよび，裁判所は

記鎌裁判所（Courtof Record）であり，また「刑事

第一審裁判所」（Courtof Oyer and Terminer and 

Gaol Delivery）とされた。この最高法院は，イギリ

スの王座部裁判所（Courtof King’s Bench）と同様

の権限をもち，また衡平裁判所（Courtof Equity) 

でもあって，コモンロー，エクィティの両面にわ

たヮて管轄権と行使しえた。さらにこの裁判所は，

規則制定権を与えられ， 「請願裁判所J(Court of 

Requests），治安判事（Justiceof P回 ce）および四季

裁判所（Courtof Quarter Se関 ions）などの管区都

市内の下位裁判所に対する監督権を有していた。

この最高法院は，原審裁判所とされ，その上訴は

一定の条件のもとで本国の枢密院に提出されるこ

とができた。

もっともその管轄権については，会社のインド

統治の最高の機関である参事会との間に争いがあ

り，これは1781年の「仲裁法」（SettlementAct）に

より解決をみたが，それによると，最高法院は，

(1）地租（revenue）の関係する事件については管轄

権を有せず，（2）インド入についてはカルカ、ソタ市

内の事件についてのみ管轄権を有し，（この場合イ

スラム，ヒンドゥ法が適用される）(3）イギリス人につ

いては居住のいかんを関わず管轄権を有するとャ

うものであった（注6）。

同様の裁判所が，カルカッタにつづき， 1801年

にマドラス， 1817年にボンベイに設置され，ここ
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にこれらの3管区都市にイギリスの司法制度を移

植した司法制度が樹立されたのである。この最高

法院では，インド人聞の訴訟を除き，嵐長ljとして

イギリスのコモンローおよびエクィティが適さ

れ，またその訴訟手続もイギリスの裁判所の手続

が採用されていたといわれる位打。

しかしこの最高法院の存在理由は， 1781年の仲

裁法の制定を考えれば，イギリス法をインド全体

に導入することをめざすものではなく，イギリス

人の多数居住する管区都市に本国と間後の正義を

享受せしめることにあった。なぜならば伶裁法の

制定により，それ以下の地域（ムファッサル）にお

いては，当時形成されつつあった会社の諸条例

Regulations），諸規則および会社の諸裁判所の判決

は，この最高法院の管轄下iこはおかれず，会社は

これらの地域においては独自の法制度を有するこ

とが認められたからである。このようにしてイン

ドにおける司法制度は， 1861年までよりイギリス

的な管区都市の司法制度と，以下のべるようなよ

りインド的なムファッサルの司法制度という 2層

構造を有したのであり，このイギリス的な司法制

度の影響は，今日でもカルカッタおよびボンベイ

高裁の「原審部」（OriginalSide）でみることがで

きる（注8）。

(2) ムファッサノレ

管区都市以外の地域すなわちムファッサルの司

法制度は，ベンガfレの場合についていえば， 1765

年東インド会社がベンガル，オリザサおよびどノ、

-Jレのディワーニー（Diwlinl）をムガール皇帝か

ら取得した後，いくつかの試みがなされたが，そ

の司法の基本構造を設定したのは， 1793年のコー

ンウォーリス総管の改革であったc

かれの改革の直前には，県レベルにおいては，

原則として，会社の任命する 1人のイギリス人会
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社官僚が，「地税官J(Coll成句r), 1地穂裁判所（Mal

Adalat）裁判官」， 「マジストレートJ(Magistrate) 

および集裁判所（ZillaDiwani Adalat）裁判官」を

兼務し，地租，民事裁判権および警察権を行使し

てし、た。地租事件につL、ては，このうえに「地税

局」（Boardof Revenue）があり，さらに総督が最

高権限を有していた。また民事については県裁判

所のうえに総督および2人の参事会員により構成

される会社の「最高民事裁判所J(Sadar Diwaini 

Adalat）が置かれてU、た。

一方刑事については，名目上は総督が権限を有

していたが，現実にはナワープ以下のインド人統

治機構に委ねられており，中央にはナワープ自身

が裁判を行なう「最高刑事裁判所」（SadarNisamat 

Adalat）がおかれ，各地にかれの投入により構成さ

れる「地方刑事裁判所J(Forzdari Adalat）が存在

していた。しかし当時のナワープの財政状態は悪

く，かれらの給料は｛廷しまたそれすらも遅配さ

れた。このため裁判官はその生活を賄賂にたよる

他なく，刑事裁判は著しく腐敗していた地9）。

コーンウォーリスの改革は，このような状況の

中で，インドの統治組織の中枢を完全に東インド

会祉のイギリス人官僚のもとに統合した。

かれは， 1790年ナワープの刑事裁判権を会社の

直接の管理下に移し，最高刑事裁判所を最高民事

裁判所と同様に総督と参事会員により構成される

ものとした。これによりムファッサルの最高の司

法機関である最高民事・刑事裁判所は，完全にイ

ギリス人の手に移されたのである。

その後この裁判所の裁判官は， 1814年に，総督

や 3年以上地方控訴裁判所もしくは巡回裁判所の

裁判官であった者または 9年以上司法局 (Judicial

Department）に勤務していた者の中から任命され

ることになり，機構的に行政府から独立したく注10）。
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インドの下位裁判所

リスの改革後のベンガノレ管区のムブァッサルの司法儒度（1793年〕コーンウォ第1図
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（注〕 * 1814年以降，全裁判官は高等文官職により構成された。

料主要都市にも裁判官がおかれたが，との場合裁判官は市裁判官（CityJudge）とよばれた。

会社官僚が任命された。ここに最高民事・刑事裁

判所と県裁判所およびマジストレートの中間に位

置する裁判所が主要都市におかれ，以降一般に

「地方控訴・巡回裁判所j と呼ばれる悦12）。

第3にかれは， 1793年の条例により県レベルの

司法組織に改編を加えた。その結果これまで同一

会社官僚が兼任していた地税官と県裁判官の職は

ラ

第2にこれまでインド人裁判官により構成され

た地方刑事裁判所にかえて，4都市世11）にイギリス

人官僚が構成する「巡回裁判所 1(Court of Circuit) 

された。また1793年に県裁判所に対する上訴

が裁判所として，同一都市に「地方控訴裁判所」

この

裁判官には，巡回裁判所の裁判官とともに3人の

(Provincial Court of Appeal）が設置された。
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分離され，地租事件は後者の管轄下におかれた。

したがって以降地租に関係する事件は県裁判所の

管轄となり，この過程で地租裁判所は廃止され，

警察権および比較的軽い犯罪について刑事裁判権

を有するマジストレート職活13）は県裁判官により

兼務された。

これにより，県裁判所・マジストレート→地方

控訴・巡回裁判所→最高民事・刑事裁判所という

3級の裁判所が存在することになり，これらの裁

判官には，イギリス人の会社高等文官（Covenanted

Civil Servant)C注14）が任命され，また昇任されるの

である。これを図示すると第 1図のようになろう。

これらのコーンウォーリス制度は， 1829～33年

のベンテインク総督の改革（注15）により，以下のよ

うな変化をうける。

第 1に，県裁判官は，コーンウォーリス制度の

もとではあまりに多くの義務を遂行しなければな

らなかった。当時地代査定をめぐる地租関係の事

件が増大し，これらが県裁判所にもちこまれた。

そのうえかれはマジストレートとして管轄地域の

治安の維持，犯罪人の捜索，逮捕という義務をも

負っていた。これに対し政府は，県裁判所の増設，

地租関係事項の地税官への付託の許可などの対策

を講じたが，最終的に1831年，マジストレート職

を地税官の兼務とした催問。ここにコーンウォー

リスが強く意識した徴税（行政〉と司法の分離の

原則が覆えされ，同一行政官僚により兼任される

ことになり，後に大きな問題を生ずるのである

（注17）。

第2に，巡回裁判所は裁判官の巡回地域が大き

かったこと，および控訴裁判所の民事事件の累積

による遅滞のため巡回裁判官が地区を定期的に巡

回することができなかったなどの理由により，

1829年，その権限を新しく設置された「地租コミ

6 

ッショナー」（Commissionerof Revenue）位18〕に移

し，最終的に1831年県裁判官がその管轄権を引き

継いだ。これとともに地方控訴裁判所は次第にそ

の存在意義を失ない， 1831年活動を停止し， 1邸3

年に廃止された。

この改革により，イギリス人宮慌が裁判官を構

成する独立の裁判所は，最高民事・刑事裁判所と

県裁判所の2級の裁判所となった。

このベンテインクの改革の背後には，当時のイ

ンド債務の累積の問題とともに県裁判官，マジス

トレートおよび地税官という県のイギリス人の統

治機構の下に，すでに多くのインド人が下級官僚

として参加していたという事実があった。

すでにコーンウォーリスの改革においても，各

級の裁判所には，ヒンドウおよびイスラム法の専

門家であるインド人法務官（LawO伍cer）が雇用

されており，県裁判官の下には，イギリス人高等

文官の「レジスター」（Register）という補佐的裁判

官とともに， 「ムンシフJ(Munsi的というインド

人裁判官がおかれていた。さらにこの10年後の

1803年には，新しくムンシフのうえに fサ 1：，レ・

アミーン」（SadrAmeen）というインド人裁判官

職が設けられた。かれらの任命は，最高民事ー刑

事裁判所の承認をもって県裁判官がおこなった。

これらのインド人裁判官は次第に管轄権を拡大

し，県レベルの大半の訴訟を担当するにし、たった

（注1自）。

1831年の「首席サドル・アミーンj(Principal 

Sadr Ameen）の設置は，下位裁判所のインド人化

に転機をもたらした。かれは，総督により任命さ

れ，その管轄権は県裁判官の付託する1α）（）；レピ

ーから5α治ノレピーまでの係争額の事件とされた

（注20）。

これにより 5000yレピー以下の係争額の事件は
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鎗2図 ベンテインク総替の改革後のベンガルの司法組織（1田3年〉
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（最高2年内懲役）
＋上訴

（出所〕 Stokes, E., The English Utilitarians and India, Oxford Univ. Press, 1959, pp. 142-143を参考

にして作成。

これらのインド人裁判官に委ねうることになり，

この後県裁判官の主たる機能は，セッションズ裁

判官としての刑事事件および重要な民家事件につ

いて原審管轄権を行使する他は，これらインド人

裁判官に対する上訴管轄権とかれらに対する行

政上の監晋権を行使することとなったのである

（注21)0

また地租事件は，次第に県裁判官から地税官に

移されつつあったが， 1833年，この地税官の下に

インド人からなる地税官代理（DeputyCollector) 

が認められた。

刑事についても，1821年，マジストレートは，軽

微な犯罪について法務官（LawO伍cer）およびサ

ドル・アミーンに対して付託しうるとされたが，

マジストレート職が地税宮の兼務とされてからほ

ぼ10年後， 1843年「マジストレート代理」（Deputy

Magistrate）がインド人に認められ，かれはマジス

トレートと同一の刑事事件について管轄を有した

（注22)

以上ベンティクの改革により，県レベルにおい

ては県裁判官および地税官兼マジストレートとい

うイギリス入植民地官僚が若子の若手のイギリス

ア
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人官僚の助力を得てその中枢を掌握しており，そ

の上位にはかれらが昇任される上級の統治機構が

存在している一方，その下位にはかれらの監督下

にインド人下級官僚が統治の末端を支えるという

植民地支配の構造が完成したのである。この構造

を図示すれば第2図のようになろう。

この高等文官が占める県裁判官，地税官兼マジ

ストレートという職に，インド人下級官僚が参入

しうるのは， 19世紀末である。

(3) 1861年インド高等裁判所法の制定とその後

の発展

管区都市とムファッサ1レの相互に独立した司法

制度は，イギリスのインド統治の確立にしたがい

様々な問題をもたらし，すでに1820年代には両裁

判所の管轄権が競合し，同一事件について矛盾し

た判決を下すなどの混乱が生じていた注泊。

そこで1833年の東インド会社法は（注24〕，その他

の改革とともに，全英領インド規模の立法府を創

設し，ここで制定された法律（Act）は，英領インド

の全裁判所を拘束する償却ものとし，さらにこれ

らの司法制度の統合，および統一的なインド法に

ついての調査を行なうために「：インド法律委員会

(Indian Law Commission）を設置することを定め，

両裁判所制度の統合およびインドの統一法の制定

のための第一歩を踏み出した。

1857年セポイの反乱の直後，インド統治は，会

社の手からイギリス本国政府に移されたがこれを

契機に， 1861年「インド高等裁判所法」が制定さ

れ管区都市とムファッサノレの司法組織の統合が実

現した俄26）。

この法律により，カノレカッタ，マドラスおよびボ

ンベイの管区都市の最高法院と会社の最高民事・

刑事裁判所が統合され， 「高等裁判所」が設置さ

れた。この裁判所は，国王の託命する首席裁判官

8 

および15人以下の裁判官により構成されたが，そ

の資格は，（1)5年以上の経験を有する法廷弁護

士，（2)10年以上高等文官職にある者で， 3年以上県

裁判官に就いていたまたはそれと同様の権限を行

使していた者，（3)5年以上首席サドル・アミーンま

たは少額訴訟裁判所（SmallCause Co臼rt）併の裁

判官の職に就いていた者，および（4)10年以上最高

民事・刑事裁判所もしくは高裁の弁護士（Pleader)

であった者とされた。

この裁判所は，その原審部（OriginalSide）が最

高法院の管轄権を引きつぎ，管区都市内の事件を

とり扱い，その上訴部（AppellateSide）が最高民

事・刑事裁判所の管轄権を継承して，ムファッサ

ルの下位裁判所からの上訴を担当した。

したがって，この裁判所の統合は，イシドの統

一的な法制度の枠組みを構築しただけであり，そ

の実体的な統合は，当時進行しつつあった法典化

(Codi五cation）倍加の完成を待たなければならな

v、。

他方この上位裁判所の統合につづいて，ムファ

ッサルの下位裁判所の整備が進んだ。

刑事については， 1861年， 1872年， 1882年と 3

次にわたり「刑事訴訟法典」（Codeof Crimin! Pro・ 

cedure）が制定されたが， 1898年の刑事訴訟法典

は，英領インド全域におかれる各級の裁判所およ

びその管轄権について規定をおいた世29）。これ

によれば，最下級の裁判所である第3級マジスト

レート（Magistrateof 3rd Class）は， 1カ月以下の

拘禁または50ルビーの刑罰を科することができ，

第2級マジストレートは， 6カ月の拘禁および笈)0

1レピー以下の罰金を，第 1級マジストレートは，

2年以下の拘禁または笈焔OJレピー以下の針金と科

することができ位30），そのうえにはセッションズ

裁判官が，これらのマジストレートからの上訴を
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管轄するとともに，死刑の判決については高裁の

確認（confirmation）を要するほかは一切の刑罰権を

有していた。この1898年の刑事訴訟法典は，部分

的に修正されながら1974年の全面改正まで効力を

有する。

民事については，「民事訴訟法典」（Codeof Civil 

Procedure）には，各級の裁判所に関する規定はお

かれなかったが， 1870年代までに各州で「民事裁

判所法」（CivilCourts Act）が制定され，統合の方

向に向った（注目）。県レベルにおいては，ベンガノレ

リ十倍例にとれば，県裁判官が高裁の監督下にそれ

以下の民事裁判所を監督する権限を有し，！京審管

轄権とともに5000ノレピーまでの係争事件について

は上訴管轄権も与えられた。かれの下には首席サ

ドノレ・アミーンに替えて「ド級裁判官J(Sul》ordinate

Judge）がおかれ，かれはすべての係争事件につい

て原審管轄権を与えられた。サドル・アミーンは

廃止され，ムンシフに吸収された。このムンシフ

は，原則として10001レピーまで，州政府が認める

場合には2000ノレピーまでの係争額について原審管

轄権を有した（住32）。

このようにして民事裁判所については，ムンシ

フ→（下級裁判官）→県裁判所→高裁とし、う上訴の

管轄および，行政監督の系列が完成し，この系列

は現行の制度とほとんど変わりがない。

バンジャーブ‘アワド，クーfレグのようないわゆ

る「非条例外IJ(Nonregulation Provinces）におい

ては，当初は独立した司法機関はおかれず，すべ

て行政官が，刑事，および民事裁判権と行政，警

察権という統治権を掌握していたが，次第に独立

した裁判機構を設けるにいたり， 20世紀初頭には

ほかの州、！とほぼ同一の裁判機構を有するようにな

った（注33）。

1935年「インド統治法J(Government of India 

インドの下位裁判所

Act）は，これらの裁判所のうえに，管轄擦が制隈

されてはいたが，全国的レベルの最頂上に「連邦

裁判所」（FederalCourt）償却を設置し，また各州、l

iこ高裁または首席裁判所（ChiefCourt) C注35）を設

遣する旨定めるとともに，州のこれらの裁判所の

下に州の下位裁判所をおくことを定めた。

同法の制定の段階で現行の裁判所制度が機構的

にも確立されたといってよい。

2. 独立前の裁判官の構成

以上イギリス植民地下のインドの裁判所の発展

を概括してきたが，これをその人的構成の面で整

理すると以下のようになる。

高等裁判所の裁判官につU、ては，すでにみたよ

うに， 1861年インド高等裁判所法には，その有資

格者として，（1）法廷弁護士，｛2）インド高等文官，

{3）インド人弁護士，ならびに（4）首席サドル・アミ

ーンおよび少額訴訟裁判所裁判官が掲げられてい

る。

法廷弁護士（Barrister）は，高裁の前身である管

区a都市の最高法院の裁判官の唯一の任命資格者で

あったばかりでなく，かれらだけが最高法院に出

廷し，弁論することができた（注36）。さらに1846年

以降は，会社の最高民事・刑事裁判所でも活動す4

ることを認められた位37）。

高裁の設置以降も，かれらは最高法院の管轄権

を引き継いだ原審部を中心に活動し，高裁の首席

裁判官に任命される資格を有するとともに裁判官

の3分の 1以上はかれらが占めるものとされてu、

た（注38）。当初は，この法廷弁護士はイギリス人が

独占していたが，高裁の設置前後から多くのイン

ド人がイギリスに溜学してこの資格を取得して帰

国した（注39）。またかれらの独占した高裁の原審部

も次第に発言力主増大してきたインド人弁護士

の強い要求により，インド人弁護士に徐々にでは

9 
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あるが開放される（注40）。この反映として，イギリ

ス人法廷弁護士の各高裁裁判官の任命に占める比

重は，時代が下るにしたがって低下している。し

かし， 1935年インド統治法下においても首席裁判

官は法廷弁護士出身の者が任命されたことからも

知れるように，高等裁判所がこれらの法廷弁護士

出身の裁判官を中心にして維持されることを前提

としており，イギリスの司法制度の強い影響をみ

ることができる。

第2の高等文官職についてみると，かれらは高

裁のもう一つの前身’である最高民事・刑事裁判所

の裁判官を独占していたのであり，高裁の裁判官

の3分のl以上を占めるものとされていた。かれら

は，コーンウォーリスによりインド統治の中枢を

支えるべき設けられたという歴史を有しており，

当初は会社理事会が任命していたが， 1854年競争

試験にかえられ，インド統治の鋼鉄の枠として笹

秀なイギリス人が，この職に任命され，インドに

送りこまれた。かれらは，イギリスでの教育をう

けてインドに到着した後，一般には最初マジスト

レート補兼地税官補に任命され，県マジストレー

ト兼地税官のもとで県レベルでの行政を担当し，

やがて県裁判官に任命され，司法職の最高の職と

して，高裁裁判官に任命されたのである（注41〕。かれ

らがイギリス的な意味での法律家ではなくむしろ

繍民地行政官であるにもかかわらず，高裁の裁判

官に任命されたのは，かれらがインドの法律，条

例，地方の慣習さらに県レベルの行政，司法を熟知

しているからとされ，高裁においても最高民事・

刑事裁判所の管轄権を継承した控訴部において，

下位裁判所からの上訴を担当した。かれらは，数

のうえで独立まで高裁裁判官の愈要な構成部分を

占めていた。この高等文官職は1870年代から各外i

で司法職と行政職に分離され，その専門化が進み，

IO 

また20世紀に入りインド人化も進むが，あくまで

植民地官僚であった。このような基本的には行政

官僚である者が上位裁判所の裁判官に任命される

ことは，イギリス本国ではありえないことであっ

て，ここにインド司法の一面をみることができ

る。

第3のインド人弁護士については（注42〕，すでに

コーンウォーリスの時代にワキール（Vakil）とい

う弁護士が訴訟代理人として会社の各級の裁判所

に出廷していた。かれはこれらの弁護士の資格，

報酬について定めることによりその質の向上を計

った。もっともこれらの弁護士は各級の裁判所の

監督のもとに活動するものとされ，イギリスにお

ける「パーJ(Bar）とは全く異なるものであった。

位 43）インド人弁護士が裁判所の監督から一定程度

独立した組織をもちうるのは， 1926年の「インド

弁護士会法J(Indian Bar Councils Act）の制定に

よってである。当初から最高民事・刑事裁判所，

地方控訴裁判所と県裁判所以下で活動する弁護士

の開においては，その資格の相違があり，高裁の

設置以降も高裁の弁護士と県裁判所以下の弁護士

との聞には，教育，資質における相違は大きく

（注44），高裁に出廷できるいわゆる高級弁護士とそ

れ以下の下級弁護士の区別が認められる借45）。こ

のj孟易ljは，制度的には1961年の「インド弁護士法j

(Indian Advocate Act）の制定により廃止される

が，実質的にはこの相違は現在も続いているよう

に思われる〔注46）。

高裁の裁判官の構成に関係するのは，この高級

弁護士である。すでに高裁の設置前においても，

その前身の最高民事・刑事裁判所では優秀な弁護

土が活動していた。さらに管区都市の大学設置に

よる法学教育の拡充は，新しいインド人弁護士層

の出現を可能ならしめた情的。高裁設置後これら
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翁1表 19世紀後半の各高裁の弁護士：（Advocate)

ワキール（Vakil）の登録許可件数

カyレカッ ボンベイiマドラス 1U. P. 
lタ高裁一章一裁！高一裁！高一裁

登録許可日！弁護士r~tJ：言葉土工科羽ま認可
凶70年まで｜ ゆ｜ 叫 91 181 叫 61 4! 30 
1871-80 I 641 301 251 761 281 351 36! 53 
1881-90 I 601 451 必I821 241 1401 701 51 
1891ー 1900I 1261 861 1倒 1981 211 2101 1001 235 

A 斗 I 2691 1921 1761 37 4( 86! 491 210 379 
口川 I(167}1 (Ul9) 1(1側！

（出所〕 Misra, B. B., The Indian Afiddle Classes, 

London, Oxford Univ. Press, 1961, pp. 327 -329. 

f注） （ ）内はインド人。

の弁護士はその控訴部で活動を行なっていたが，

次第にイギリス人法廷弁護士の牙域である原審部

にも進出する。 (19世紀総半における各高裁の弁護士

<Advocate＞およびりキールの登録・許可件数；土第1

表のとおりである。）それとともにかれらの社会的地

位は上井し，インド人中産階級の中接的な部分を

形成する（注48）。このことこそが1861年法がインド

人弁護士を高裁裁判官に任命することを規定した

理由であり，現実にかなり早くからかれらは高裁

裁判官に任命された（注49）。このインド人弁護士山

身の裁判官は次第に高裁裁判官中の比重を高め，

独立後その支配的な地位を占める素地をつくって

いた。このようにインド人弁護士が高裁裁判官に

任命されるということは，イギリスの司法制度が

インドの地に移植されたと考えてよいだろう。

最後に下級裁判官からの昇世については，高裁

の設置当時の首席サドノレ・アミーン（のちの下級裁

判官）少額訴訟裁判所裁判官は，当時のインド人の

占めうる公職としては，高職に潟するものであり，

比較的経験全積んだインド人弁護士が任命されて

いたようである。またインド人弁護士が，高裁裁

判官に佐命される前にしばらく県裁判官またはで

級裁判官として裁判官の訓練を積んだ事例もみら

インドの下位裁判所

れる。したがってこのような事例はむしろ，イン

ド人弁護士からの桂命とみた方が正確であろう。

ムシシフから下親裁判官，さらに県裁判宮を経て

高裁の裁判官に任命されるという現在の宮僚型裁

判官が出現するのは， 20世紀に入ってからであ

り，独立前においては，このような裁判官の高裁

裁判官への任命は，まれであった。

これらの高裁裁判官の任命の擦の構成を各高裁

別に表iこしてみれば第2～ 5表のようになる。

以1二高裁裁判官という上位裁判所の裁判官につ

いてみてきたが，下位裁判所裁判官については，

すでに述べたようにベンテインク総替の時代に，

県裁判官および県マジストレートの下に，首席

第2表 カノレカッタ高裁裁判官任命の構成

i寿成イギリス人i イン ド人

一記事i聖書！？量llii唱のl聖書IJ!・ I 

1900年迄I26 31i 11 61 11 o o, 81 11 
1901～： 311 91 11 ! l 5 'i行 3'.il 87 
1934年＇ 23＇十（ lB)I I 1 . (1引 i

1935～ 61 4 ・・I 31 21 91 18 

1946年 3i （勾）I I I i 
小汁 i521 74 14 17 2. 81 91 501176 

1947～ I I I I 
ぃ 0 0 17 -- -1 171 31 37 ;-;7 

62符iI I ! I 

総，：＋ i s2i 74' 31 11 21 同叫 2日 21:¥

L出所） High Court at Calcutta: Centenary 

Seminer 1862・1962.Calcutta, High Court Build., 

1962中の1862～1962年の期間の全裁判官213人；こ

／）し、て推定。

〔注j (1) 首席裁判官を徐く。（1947年までの11人前

君主席裁判官はすべてイギリス人法廷弁護士であη

た。独立後4人のイン F人主主席裁判官の内訳；土，

インド弁護士2，法廷弁護士2であるJ
(2) 法廷弁護士は Barristerを指し，インド弁護

土i土Advocateと Vakilを指す。（以ード同じ〉。

(3} 7そのほかJ（こ分到しであるものは，資料中

何らのタイトルが示されていない者であれイン

ド弁護士，一！ご仲裁判官であったと考えられるの

(4) （日）とあるのは法延弁議士の資惨と取得した手？

の数を示す。（以.Fおjじ）。

I I 
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（出所） Madras High Court, The 1'.facl1‘as High 

Court 1862ー1962,C削 tenaryVolume, IVfadras, 

1962中の裁判官リストおよびインド人裁判官略歴

より推定。

（注〉 (1) 首席裁判宵を除く。 (1947年までは人の

首席裁flilj官はすべてイギリス人法廷弁護士であっ

た。独立後2人のインド首席裁判官の内訳i土，イ

ンド弁護士である。〕

(2) イギ、リス人は PermanentJudgeのみ。イン

ド人の場合は経歴の記載のあるすべての裁判官を

分績にした。 （イギリス人ついては分類が不可能

であった。〕

(3) 1947年以降に任命されたイギリス人裁判官は

Mack Edmund Elmarである。おそらく高等文官

職であろう。

(4) 1~.級職とはムンシツ（District Munsif）以 k
の裁判I¥に直接に任命された者をf百十円

サドル・アミーン，サドル・アミーン，ムンシフ

（後に下級裁判官，ムンシフ〉および下級マジス

トレートがおかれるという構図がみられた。

19世紀央からイギリス人高等文官職の県裁判官

としての資質について問題が生じつつあったが，

この主たる理由は，この高等文官が本質的に行政

官であり，法律専門家としての訓練をうけていな

いということであった。まだ統治制度が確立して

おらず，司法が現実の統治と密接に関係している

段階では，法律技術の適者はそれほど問題とされ

なかった。しかし統治が安定し，多くの条例およ

12 

20 
51 

第4表 ボンベイ高裁裁判官任命の構成

ミ構一成！イギす云人｜つ「ンートτ一人 一「一

＼ ｜綱高等｜法廷イン！その~！I 斗 1 合計
時己」空手引空j註竺！キーI/I 
1900年まで I 111 24[ 1¥ 41 o! ol 5¥ 46 

I 101 (8B) I 71 剖 21 81 251 
1901～1934年I I 211 I I I I I 

I 11 (5B川 4］叫 II 41 15] 
19お～19必年i I 21 I I I I I 18 

十ゴi" 一千＇－ぺ~l~12; ：人十ι生中
日7プ19田千1 ~: j ~I 61 :71. 3j .~ 

空」 I2sl 吐ヲ｜吐＿j~：91. 7十戸
（出所〉 High Court Bombay, High Court at 

Bombay, 1862-1962, Bombay, 1962中の裁判官

リストより推定。

（注） (1) 高裁首席裁判官を含まず。 (1947年まで

12人の首席裁判官はすべてイギリス人法廷弁護士

であった。）

(2) 「そのほかJに分類してある者は資料中なん

らのタイトルが付せられていない者であり，イン

ド人弁護士または下位裁判官であったと考えられ

る。

(3) 同資料には任命年次の記載がなく，AllIndia 

Reporter (AIR）および Vachha,P. B., Famous 

Judges, Lawyers and Cases of Bombay, Born-

bay, Tripathi, 1962などより類推した。

22 

93 

32 

125 

び法律が集積された段階ではもはやかれらの常識

による法の運用は不十分であり，インド人法曹の

出現に対応して高度の専門知識が要求された。さ

らにこの墳の開始された法典化の動きは，この傾

向に拍車をかけた（注50）。

もちろん政府は，この状況に対して手をこまね

いていたわけではない。政府は高等文官職を行政

職と司法職iこ分離し，これまで行政，司法問を転

々としながら昇任する方式を改め，一定期間行政

官として勤務後，行政司法のいずれかの職を選択

せしめ，その後は行政職と司法織の各々の職の中

で昇任するいわゆる「平行昇怯J(Parallel Line of 

Promotion）の方式を採用するなどの対策を講じた
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（注目〕。

1870年代に入札高等文官職およびかれらの独

占する県裁判官職をめぐって新しい問題が出現す

る。

一つは，高等文官職のインド人化の問題である。

1854年高等文官職の公開試験の実施は，インド人

に対しでもこの職に参加する機会を与えるもので

あった。しかし試験がロンドンで実施されること

は，かれらの機会を著しく制限するものであれ

1869年においては 883人中 1人の， 1879年におい

ても 914人中 7人のインド人がこの職を占めるに

すぎなかった。当時勃興しつつあったインド人中

産階級は，インド人が高等文官職により多く参加

しうるためにこの採用試験をインドでも実施する

ことを要求した。この要求が実現するのは，第 l

次大戦後の1923年であったが，この後この職は急

速にインド人化し，第 2次大戦が勃発したため採

用試験が中止された1939年には，インド人高等文

第5表アラーハーバード高裁裁判官任命の構成

＼構成1n－、リス人！士 イ之＝r!-~; I 
I I I I i下位裁判 l I I 
｜法廷｜尚等｜法廷i’イン｜官より（高等1 I ~, 
｜弁護 ｜弁護｜ド弁i ｜ムン｜ げ 1 I 

任日土｜文官」｜護士Ii吋｜シフ｜文官｜ ｜ 
命年＼I I I ! : Jよりl I I 

1866～！ .d 15¥ ol o! ii 11 ol 2: 29 
1900¥: • (1B)I I I (lB): ! 

i話相 「（3nl 31 5j o; ~i 4j 12j 44 
19B5～I 21 8 4 6 O: :ll 11 14: 24 
1946年i11cl/ : i I I 
_d:~12~~··4;1~ 1~f~f~··~~g; 

947～I I I I I I I 
19印年1 o1 o1 9i 34 3! 211 131 861 86 

計 Izgl 4~ - ml 45: 4 31r isl叫 183

（出所〉 High Court of Judicature at Allahabad, 

Centenary 1866 1966, Allahabad, Vol. l中の高

裁裁判官経歴より推定 C2 oiろのイギリス人裁判官

については不明〕。

（注） (1) 前i裁首席裁半l]Tfを含む。

(2) 心）は高等文官試験に合格して」、ることを刀、す。

インドの下位裁判所

官は， 1299人中 540人を占め，インド統治におい

て重要な役割を果していたのである濯52)0 1859年

以後の各年次における高等文官の構成と1929年お

よび1939年のかれらの職種は第6～7表のとおり

である。

第 2にインド入裁判官の問題がある。すでに

1833年には，ムンシフとサドル・アミーンとν、う

インド人裁判官は，その収入をこれまでの手数料

掛から給料制に切りかえられており，新しく設け

られた首席サドル・アミーンの収入も給料制であ

った（注53）。かれらは，同じくインド人が任命され

るほかの地税官代理やマジストレート代理ととも

に「非誓約文官」（UncovenantedCivil Servant）と

して，次第に州レベ／レの下級公務員iこ位置づけら

れた（注54）。

1868年，ベンガル，北西河川で［下級司法職」

(Subordinate Judicial Service）が創設されたが，イ

ンド人の下級の民事裁判官に限られてはいたが，

これによりこれらの裁判官は高裁の監督にしたが

う公務員として位置づけられる。この職の設置に

より，これまでの首席サドル・アミーン，サドル・

アミーンおよびムンシフというインド入裁判官職

は，下級裁判官およびムンシフに統合された。こ

の制度により州政府は，中央政府の同窓をもって

第6表 1859-・1939年の高等文官の構f;j/;

1859 
1869 
1879 
1889 
1899 
1909 
1919 
1929 
1939 
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9
d

ハリ
Q
口

1
1
A
v

t
l

’iq
o
p
o

－7・4
佐

A
佳

ソ

J

2

5

ィ一
ヲヘ十

一
一
必
む
仰
担
∞
∞
回
引
創
出
回

ギ
一

8
8
9
8
9
M山口
8
7

イ 計

846 
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（出所〕 Woodru任 P., The Men Who Ruled 

India, Vol. 2, χcw York, 1954, Appendex B, 

p. 363. 
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ムンシフの資格に関する規則制定権を与えられ，

また非行のある場合，県裁判官を含む一切の下位

裁判官を職務の停止または罷免することができた

が，その監督については，下級裁判官に関しては

高裁が，またムンシフに関しては県裁判官が行な

うものとされた（注冊。

この改箪はそ干＋Iiで採用されたようであり，イン

ド人裁判官は，マドラスの場合を除き，州知事が

14 
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高裁の勧告にもとづき任命した。マドラスの場合

は，ムンシフについては高裁が任命権を有した。

いずれの州でもかれらは一般に法学士（Bachelor

at Law）であるとされた慌時。

さらに1892年の「州公務員職J(Provine凶 Civil

Service）の創設は，これらインド人裁判官に新し

い転機をもたらした悦57）。この制度により，イン

ド人下級官僚はこれまで高等文官職に留保された

官職の一部に対しても進出することが認められた

のである。

この職は司法と行政に分かれており， 「州公務

員職（司法）Jは，ムンシフトと下級裁判官により

構成されるが，かれらはこれまで高等文官職が独

占していた県裁判官に昇任される機会を得たので

ある。この職については州知事が任命権と有して

いたが，任命後はその想戒，昇任などについて高

裁が梅限を有するという現行の「州司法職」（State

Judicial Service）の原型をかたちづくっている。

他方，刑事裁判権と有するマジストレート代理

は，「州公務員職（行政）Jとされ，かれらも！尽マジ

ストレートに井任する機会を得たのである。

1913年の「王室公務委員会J(Royal （二ommiss10n

on Public Service）の報告書は，これまで高等文官が

占めるとされた職のうち県裁判官の中心とする司

法職26職，県マジストレートなどの行政職の15織，

J十41職を州公務員職に開放することを勧告してし、

る（泊58）。これらの職は，“ ListedPost ”と呼ばれ，

19291手には，司法35，行政39,1939'1':f.'.にはそれぞ

れ35, 49とされている（／J:c59＼もっともこの数も第

7安中の高等文官数に較べれば微々たるものであ

る。

最後に県裁判官にインド‘人弁護：止を荏命する問

題があった。すでに1872年にインドの高等文官職

裁判官の改革をめぐって，当時の法律委員であっ

インドの下位裁判所

たスティーグン（J.F. St邑phen）は，県裁判官識

にイギリス入およびインド入の弁護士（lawyer）を

i直接に任命することを示唆しており〈注60〕，高裁に

関して述べたように有能な高裁弁護士が高裁裁判

官に任命される前に県裁判官に径命された例もみ

られる。しかしかれらが制度的に県裁判官に缶命

されるiこいたるのは，先の王室公務委員会の勧告

においてであり，問委員会においてインド人委員

が強く要求した結果である。この委員会は，先の

勧告に加えて弁護士に40の県裁判官職を認めるよ

うに勧告した。もっともこの勧告は完全には実施

されなかったといわれるく注61¥

1935年インド統治法には，裁判官の缶命につい

ても現行の憲法と， iまぼ同ーの規定がおかれてい

る。これによれば高裁の裁判官は，（1)10年以上の

経験を有する法話弁護士，（2)10年以上勤務をして

おり， 3年以上県裁判官として務めたまたはそれ

と同ーの権限を行使した高等文官，（3)10年以上下

級裁判官または少額訴訟裁判所裁判宮以上の司法

職 (Jud凶乱10丘ice）を務めた者，（4)10年以上の経

験を有する高裁の弁護士とされ，国王により任命

される。首席裁判官は法廷弁護士の経験者から任

命されなければならない〈注問。このレベルでは，

すでにみたとおワ（第2～第5表参烈）， i高等文官と

L、う機民地官僚裁判官が存在するとはいえ，法廷

弁護士およびインド弁護士が主流であり，その構

成はイギリスの上位裁判所により近いものであっ

たということができょう。

他方，下位裁判所裁判宮については，県裁判官

以 fの裁判官は明確に公務員として｛立醤づけられ

ており，県裁判官は，州知事により託命された。

もっともその任命については高裁と協議すること

を婆した。その百：命資格者i立高等文官職を中心と

する公務員であったが， ら年以上の経験さと手まする
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弁護士も，高裁の勧告を条件として任命される機

会を得た（注63）。それ以外の裁判官すなわち下級裁

判官およびムンシフに関しては，知事が公務委員

会（PublicService Commission）および高裁と協議

して制定した規則にもとづいて任命するものとさ

れ，これらの裁判官は，職の配置，昇任そのほか

に関しては高裁の監督に服した〔注64）。

このように，とくに下位裁判官については， 1935

年法の規定は現行憲法の規定とほぼ同ーと考えて

よい。しかしその実態をみるならば，以下の 2点

において現行の制度とはまったく異なるものであ

った。

第 1に高等文官という植民地官僚の存在であ

る。すでにみたように，かれらは行政官として採用

され，県レベルの行政官として一定期間勤めた後

司法職に編入され，県裁判官に任命され，県レベ

ルの司法の中枢を担っていたある。また，この高

等文官はこの県裁判官を経た後，高裁裁判官に｛壬

命されうるのであり，したがって，かれらは，法

廷弁護士とインド人弁護士が主流を占めるよりイ

ギリス的な高裁と，インド人公務員が任命される

下級裁判官とムンシフというよりインド的な裁判

所との結節点に位置し，この両者を資通する戦略

的な裁判官職である県裁判官の大半を占めていた

のである。

第2に刑事については，マジストレートが一方

では上訴管轄についてはセッションズ裁判官を通

して高裁の監督に服しつつも，他方では司法とは

基本的に区別されるものとして，行政，治安維持

および警察などの諸機能を結合させながら裁判に

あたった。このようにマジストレート職は基本的

に行政職であり，地区コミッショナーを通じて州

行政府の監督に服していたのである。また，この

県レベノレの中枢である県マジストレートは，先に

16 

述べたように地税宮を兼務しており，この職には

ふつう高等文官の行政職官僚が任命され，かれら

は地区コミッショナーを経て州致府の中枢の官職

に昇任された。この刑事における「司法と行政の

未分離jは，インドの植民地統治と密接に結びつ

いていたのであり（注65），この分離が達成されるの

は独立後である。

（注 1）「東インド会社法」（EastIndia Company 

Act）ともよばれている。正式なタイト Jレは，“Actfor 

上：stablishin瓦 Certain Regulations for the Better 

Management of Affaires of East India Company, 

as Well in India as in Europe ”である。この法律

およびイポ ＇）ス本出の東インド会社の機構改革を行な

ったいわゆる「ピット法J(Pitt生Act）については，そ

の背景とともに， Keith, A. B., A Constitutional 

History of India 1600-1935, London Methuen & 

Co. Ltd., 1936, pp. 59 92. 

（注2) カノレカッタ l乙総督（GovernorGeneral）と

4人の参事会員よりなる参事会（Council）を設置し，

）れが東ノンド会社の理事会の指示にしたがうけれ

ども，インドにおける最高機関とされ，マドラスお

よびボンベイの政府はこれに従属ずることとなった。

Ibid., pp. 70-72 ; Cowell. H., IIistoヴ andCon-

stitution of the Courts and Legislative Authorities 

in India, 6th ed., Revised By, S. C. Bag chi, Cal-

cutta, Thacker, Sprink & Co., 1938, pp. 35-36 ; 

Ilbert, C., The Government of India-A B門"ef

Historial Survey of Parliamentary Legislation 

relating to India. Oxford Claτendon Pr由民 1922,

pp. 44-47. 

（注 3) これ以前にも， 3管区都市lこは， 「メイヤ

ズ裁判所」（MayorsCourt）がれかれており，この

裁判所は最高法院と同様記録裁判所としてイギリス人

の関係する民事および刑事の裁制権を有していた。

1759年の約涛状によりー現地人の民事訴訟について村

、丸事者双方の同意を要するものとなった。もっとも裁

判前’は，一般に市長（Mayor）と 9人の Aldermanと

h う法律の知識のぞ；¥ .者が任命された Cowell,op. 

cit., pp. 14-16. これらの裁判所の弁護士仏事務

弁護土（Attorney）であり， イギリスの法廷弁護士
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(Barrister討）が裁判に参加するよ弓になったのは，最

高法院の設置以降である。 Schmitthener,S., ＇‘A 

Sketch of the Developement of the Legal Profession 

in India，” Law and Society Review, Vol. III 

No. 2, 1969, pp. 339 ・343. 

Ci主4) 1797年に裁判＇［°＼’は 2名l乙減じられた。なお

俸給は，！＇＼内裁判 r：－，裁半IJ'l午は各々年俸制00ポンド，

6似）0ポンドとされた。

（決 5) したがってイギリスにおし、て1701年に確立

された裁判’点’は f良好位行動をする限り」緩免される

ことはないという原則に比ベて，形式上その身分保障

は卜分ではない。イギリスの裁判官については，内田

力蔵「イギリスにおける裁判官の身分保障についてj

『社会科学研究』八巻五号・（1967）参照c もっとも

Jainは，布官民地においてはこのような規定がおかれ，

m論上凶干ーはいつでも裁判官を鑓処することができる

が，実際上：t，その身分保障は‘ ,.,j,;障と同僚であると

している。 Jain,M. P., Outli河esof Indian Legal 

llistory, Brd. ed. ,Bombay, Tripathi 1972, p. 86. 1915 

{f，イント統治法第 102条にも同 I.::焼定方、ム；！れるが

1935年インド統治法第220条は，裁判官は非hまたは心

身の欠陥そ（misbehavioror infirmity of mind or 

body）照illとして罷免主れると規定しているc

（注 6) この f予約については， Ibid.,pp. 90-128; 

Cowell, op. cit., pp. 40-64. なれ，会社の制定する

条例（Regulations）および規則u，管区都市内では最

高法院がこれらを認めて該録された場介においての

み，効力守 frI，た。

（注 7〕 Patra,A. C., The Administration of Jus-

tice under the East India Co例 ，panyin Be河gal,

Bihar and Orissa, Bombay etc., Asia Publishing 

House, 1962, pp. 105-129; Jain, op. cit, pp. 335-

336.また， Main,H. S., Village-Communities in the 

East and West, 2nd, Ed. London John Murray, 

1872, pp. 36-39.なわメーンについては，［l-Jftl jJ蔵教

授の多〈の業績がある。王＜ ！てインド統治とメーンに

関lては， 「→十一．へンリ一．メ一ンとイギリス法の

rrr去典，1ヒ』 19世最＇.i'を、i'oのイント

(2)J （『ネ士会科学研究』 16巻2号 1964年および第20巻

2号 1967年），「インドlζ おけるイギリス法導入とメ一

ン」〔「料：fで平、ト学研究』 t高20巻 3• 4 {t併号， 19日8年， お

よび第21巻 1号 1969年〉がある。

インドの下位裁判所

（注 8) 同高裁の原審部では，現在もイギリスと同

じく法廷弁護士と事務弁護土の区別があり，法廷弁護

士だけが裁判所に出廷することができる。もっとも

1961年弁護土法（AdvocateAct）が成立した後は，少

な〈とも資絡のうえでは，内弁護士の相異は存在しな

い。なおマドラス高裁では， 1886年この制度は廃止さ

れfこ。

Ci主9) Jain，。，p.cit., pp. 164-170. 

（注10) この経過については， Ibid.,pp. 213-215. 

（注目） カノレカッタ，ムルシダーバード，パトナお

よびダ γ カの言語都市。後iこ6都市tζ精力日された。

〔注12) これらの裁判所については，Patra,op. cit., 

pp. 130-156. 

〈注13) このマジ λ トレートは， I治安判事（Justice

of Peace）とは呉なる。治安判事は，インドにおいて

は，最高法院の監督下でイギリス人の刑事事件に関係

する職名であった。もっとも1793年に総督は，会社の

高等文立をこの般に伝命する権限を与えられ，これに

もとづき1796年の条例はすべてのマジストレートをこ

れに任命 LてL、る cこの治安判事について；ま， Dubey,

H. P., A Short llistory of the Judicial Systems 

of India, Bombay, Tripathi, 1968, pp. 242-245 

に街単：こ紹介されている。 Jγ ストレー 14ま，当事VJイン

ド人｛と対して筈察権を行役することを主としており，

裁判権lI，ヂ1初は15日の拘禁または 100ノレピー以下の

罰金司IJで［泊、認められt；か J たが，次第にその権限

は拡大され，へンナインクの時代自己』J, 2年以下の懲

役.lfllを官告できるにいたっている。

Ci主14) コーンウォーリスは，均時のナワープ統治

のl!i1'aJ ，，.理由と 1. ・cインド人を主要な公転から排除寸

るとともに，年俸 500ポンド以上の官職をこの職！（限

定し た。この職の任命は，当初会社理事会が行なって

おり，作理事かこの職のJ信命権を有して L、たといノ。

したがって1854年の公開試験の実施までは，会社役員

の縁故関係者が占めたが，競争試験以前からロンドン，

イントuでの教'ffの拡充によれ，イギリスの中産階絞の

優秀な人材を集めることができたといわれる。このイ

ンド高等文官職については， 0'Malley, L. S. S., 

Tル Indian Civil Service 1601-1930, London, 

Frank Cass & Co. Ltd., 1鉛 5を参照のこと。

（注15) このベンテインクの司法改革については，

山崎利刃「ラームモハーン口一イの司法制度論（II)J 

「『東洋文化研究所紀要』第制約1975年）に詳細IC検討

17 



1977050020.TIF

されている。

。主16) 地組事件の管絡については，この時刻iこか

なりの変動がある。この背景には，地校関係事件の遅

滞ICよりザミンダ叫んが，地代を取立てることゐ白で苧

ず，これが政府の地租収入にまで影響を》えはすおそれ

があったと指摘されて L、る。 Jain,op. cit., pp. 229-

231, 267-269. 

（注17) すでにマドラスでbtl816年， マン口ーの＇ El

い主張によりこれが採期され，またボンベイでも 1818

年ICマジス 1レート職は地税官が業務ずるとされた。

同 時IC採用された地［；／令コミツンョナー（Divisional

Commissioner）制度とともにこの制度は「コーンワォ

ーリス制度の和久的な修正であり，将来のイギザスの

航民地行政の古典的なモデルを提供したJといわれる。

Stokes., E., The English Utilitat・iansd担dl刃dia,

Oxford Univ. Pr白 s,1952, p. 164，この経緯につい

ては， Ibid.,pp. 140-168 の｛也 Panigrahi, N., 

Charles Metcalfe仇 India, Ideas & Administ-

ration, 1906--1835, Delhi, Munsiram 乱fanohalal,

1969. 

（注18) この職は， これまで管伝内へーーワ！こ分け r

；設けられていた合議体である地ブj地税匂（Provincial

Board of Revenue) Iとかえて20地区に分けて設けられ

た。地gコミッショナーは， 2～3県について設けん

れ，刑事裁判権を県裁判官の管fp;lと移 l，た後￥，， Ji,+,地

税官γ ジストレー lおよび聖子察iと対するf主将熔号令し

てし、fニ。

（注19〕 この法務官主Jよびインド人裁手IJ'B'について

は， ILi崎 前掲論文： 56～75ベージ。

（注20〕 1837年には，その管轄権は無制限とされ，

50001レピー以」二の係争者自についてのかれの判決は絞高

民事・刑事裁判所lこ直終に上訴されることとなり f：。

Stokes, op. cit., p. 216. 

〔注21) Jain，ψ. cit., pp. 264-267.かれ（jヘン

インクのi時代IC現行の制度の概符が形｛うム1：たとして

いる。

（注22) か） l；ん地税’R代開とともに似の十の fj 111£' 

単位である古＼I(sub-division) iとおかれた。この織にυ，

しばしばt才師5サドノレ・ブミ…ンが任命 3れたといわれ

る。 Misra,B. B., The Administrative History of 

India, 1834-1947, New Delhi, Oxford Univ. Press, 

1970, p. 522. 

（注28) この絞総については Jain,op. cit., pp. 335 

18 

-342; Cowell, op. cit., 223-225. 

（注24) この法律については， Ilbert,op. cit., PP. 

81-90 1こ詳 LL、。 河口；：こより会社は荷業企業の性給

企払拭 L完全Jζ イントの統治機関となった。

u上25) これ以前のき誌持と参’j干会の告lj定寸る tのは

条例（Regulatiolli）とよ；どれて L、たが，以外：工法律

(Acts）とさ ilる。この法律I；：，条例と異なり， M:i高決

院に登録され乙ことを］要せず，全英領イン！で効力号

令づる Lのとされた。

（注26) この渋律の制定直前に制定された「インド

参事会泣；J(Indian Council Act）ととも！と内al「イン

ドにおけるイギザス法導入と・ 0・・ー」に詳しく検討され

--！、久
..  町内

(ll:27〕 少額訴訟裁判所は管区都市では， 1850年に

これまでの「翁額裁判所」（Courtof Requests）を礎tl,! 

て設けられ，1864si:,r管区都市少額訴ぷ裁判所法」（Pre-

sidency Town Small Cause Courts Act) Iとより告ill主

i'l'J iと寺整備された (Jain,op. cit., pp. 315-322）。ムブプ

y匂ノレにおL、ご；ま， この裁判所；よ， 1860年 f地方少す自

訴訟裁判所法」（ProvincialSmall Cause Courts Act）の

制定！こよ I)r没＼） らH/.: (Jain ibid., pp. 312- 313）。 1,1,j

裁判訂正；土，現/'I＇ーでもその管轄権にちがし、がある。

(ll:28) 訟卵、イヒについては， （注 7）の内出論文（「＋

・ヘンワー，メーンと・ ・J, rインドにおけるイキ

リス法務入と...・φJ）の他，日本でも Lぺつかの研究が

ある。たとえば，楠：本美縫「19世紀インドにおけるジ

輿｛じの..断［（ri」er比較法ヴ：.l]Zt16巻第 ii;- 1970年〉。

(;t29) すでに1再72"l',の刑事訴訟訟に各級の裁判停

が規定空れてfL、たが， 1898年の刑事訴訟法典；土，人手F

および国籍に関係なく適期された。

（往30) この他iこ！県マンノス iレー 1がおかれ， か，.

；土iii1紛・，ジ λ トレートてあるとともに，第 2級およ

び第 3絞の γ ンストレートからのと訴を守華料iした。主

f：符斥者哲；ワ；こ；よ宇fl><. 喜志汁i ＜＇ ジスト~ートがれか ll，か

れは，可n絞 γ 〆ストレートと［ti］ーの鯵！裂を 11！，てい

会。 Dubey,op. cit. 

〔i七31) ベンカノし管［メーと； t18抗8年の法律によりこの

科ゐ，＼，t l)tJ /if; -~ ,I; , 1887守： 0~ 了、ン力、ノレ， ゴtr!_fHi[；；よワ

プゾザム民事裁判所iLJiこより，ベンカノレ，ピハール，

オリッサ，アヅサムおよびU.P.，乙 Jn、て現行の制度

が必ばされア：。＋ンペイオごit, 「1869年ボン〆よイ民’•！r

裁判所伝J，マ j "jスセは「187:'li干二マドラス災事裁判刈

iJU 1こより Jなさ jiた。 Ibid.,pp. 294--300. 
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(tt32) ボンベイの民事裁判所の構成は，県波判官

の下Ii'.:裁判官補（AssistantJudge）が震かれ，その下

iこ第 1級および第 2級の下級裁判官がおかれていた。

したがってムンンブという職名は仔在し公い。 Ibid;,

pp. 295. 

(il33) ハン νャープを例にとれば， 1865年には般

商の上訴機関として「司法コミ iゾンョナーJ(Judicial 

Commissioner），そのト iζ 「地 16コミァショナーj

(Commissioner of Division）が上訴機関としておかれ

つづいて他州の日，＼裁判官に相当する［コミッショナ

一代理」（DeputyCommisioner）の裁判所が波かれて

いる。その下iこは 3絞のコミツ Y ョナ一被（Assis包nt

Commissioner），「タフシダーノレ」（tahsidar）が存在し

ん。これらの裁判官はすべて行政’Nが兼任し七L、た。

1かし1877年I己最上位の一寸法コミヅンョナー裁判所は

「l可席裁判所」（ChiefCourt）として独立した機関とな

り， 1918年には‘ほかの；片！とほばfrlJーの民事裁判所が

設けられるにいたった。アワドでは1879年， クーノレグ

では1901年，中央什｜では1917年にほぼ現行の枠組み

ができあがっている。 Ibid.,pp. 288-'-294, 300-

305. 

（注34〕 この連邦裁判所については，Pylee,M. V., 

The Federal Court of India, Bombay Manaktelas, 

1969のほか Gadbois,G. H.，“Evolution of the Fed-

era! Court of India-An Historical Footnote，＇’ Jour-

nal of Indian Law I河stitute,Vol. 5 (1963）があ
-, 
,;.., 0 

（注35〕 アラーハーパード高裁は岡地に最高民事・

刑事裁判所がおかれていた結果もっとも早く 1867年に

投資された。ぞの後1935年までにバ入ナ高裁（1912！.手〉，

ラホーノレ高裁（1919年）， ナーグプル高裁（1935年〉が

設置されている。

〔注36〕 1862年Ii'.:高裁に統合されるまで，；i’符係者l

r↑1の最高法院は，プJJレカッタ高裁の 4人の事務弁護士

を｜徐いて，法廷弁ii撃l：と事務弁護士l：はイギリス人が；rtl
,1；し〈いた。 Schmitthcner,op. cit吋 p.349_ 

(it37〕 Veeraghvan,A. N.，“ Legal Profession 

and the Advocate Act, 1961，” Journal of Indian 

Law Institute, Vol. 14. No. 2 (1972), p. 230. 

(8,38) Indian High Court Act, S. 2. 

Ci主39) 1861～1893年の聞に 100人のインド人がリ

ンカンズ・インで法廷弁滋士の資mをとったといわれ

る。 Schmitthener,oρ. cit., p. 366. 

インドの下位裁判所

（注40) マドラス高裁では1886年，法廷弁護士，？キ

ールおよび事務弁護土も同様に原審部で活動すること

が認められ，ボンベイ高裁では，原審部で活動できる

のは法廷弁護士（Advocate）だけだったが，ボンベイ

大学の法学土は高裁の行なう試験に合格するとこれに

任命3れた。この試験は非常に難かしかったといわれ，

この合格者から優秀な法律家が輩出している。カノレカ

ツタj笥裁は，ボンベイ高裁と潤様の方式をとったよう

である。したが p て，現在でもこの丙高裁ではAdvo・

cateがAttorneyの依頼にもとづいて活動している。

詳しくは LawCommission. of India, 14th. Report, 

Refo問 Zof Judicial Administration, Delhi, Man・ 

ager of Publication, 1958, pp. 560-566. 

（注41) 19世車己央のかれら一般の晃一任ノレートは， e
7 ジストレート持者→②補任マジストレート（JointMa-

gistrate）→→③地税官（兼マジストレート）→④県・セ

ッションズ裁判官→⑤地区コミヅショナー→⑥最高民

事・刑事裁判所裁判所裁判官とされでL、たが，⑤以降

は，白能な者のみが弁任しえた。 Roy,N: C., The 

Civil Service in India, Calcutta, Firma K. L., 

Mukhopadhyay, 1960, p. 170. 

（注42) インドの弁護士制度については，（注40）κ
述べたもののほか，AllIndia Bar Committee; Report, 

Delhi, Manager of Publication, 1953が鋭利である。

また（注 3）に引用した Schmitthenerの論文はその実

態を知るのに有益である。

（法43〕 ベンテインクの改ー下まむの弁d!i土制度につ

いては，山崎！前掲論文 75～84ベージに詳しい。

（注44〕 ワキーノレ， （高裁〕弁護士（Advocate）と

いう正当裁で常勤しうる弁護士の資格は，各if:i裁により

異なるが，少なくとも法学士号を取得しており，また

一定期間の修業または高裁の行なう試験に合絡しなけ

ればむら公かった。この両者も士1926年法に Le、て「弁

護士j(Advocate）に統合される。一方この下には，県

裁判所以下の民事・地租裁判所では，多くの下級弁護

士th丹，1，むしていた。 J1F答作成庁匂諮士（Pleader）は，必ず

じも法学：J;である必要はなく，高裁の行公う試験i乙白

勝すればよかった。ムクターノレ（Mukhtar）にいたっ

ては，大学の入学公約を有しとおればよかった。 C後
IC:高裁が試験を行なう。）All-India Bar Committee, 

op. cit., pp. 8-12. 

（注45〕 この紹興はすでに1830年頃からみられる。

山崎立ifぬ論文 80～81ベ－ ,; , Misra, B. B., The 

19 
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Indian Middle Classes, London, Oxford Univ. 

Press, 1961, pp. 170一司171.

（注46〕 同法は，インドのすべての弁護士を－Ji:;化

した（Advocateとよばれる）とともにかれらをインド

弁護士会（BarCouncil of India）の監督下においた。

Verraraghavan, op. cit., pp. 238任しかし現在でも高

裁および最高裁を中心に活動する弁護士と県裁判所以

下の下位裁判所で活動している弁護士とは収入および

能力の面でも大きなちがいがある。

（注47) 大学法学部卒業生の増加は以下のとおりで

ある。（Misra,Indian Middle Classes・・・・ ,p. 326.) 

1864～73年（10年間〕 815人

1879～88年（10年間〕 1312人

1889～93年（ 5年間〕 1317人

もっともインドの犬学の法曹教育は貧弱であり，そ

の訓練には実務に入った後かれが務めるシニア弁護士

の教育・研修の役割が大きかったことも指摘されてい

る。 Schmitthener,op. cit., pp. 361-365. 

Cl主48) 19世紀後半からの民族運動の指導者が弁護

士であったことはよく知られている。なおこの弁護士

と民族運動の関係については， Schmitthener,op. cit., 

pp. 376 ff. 

（注49) カノレカッタ高裁では18631'ドワキールであっ

たが， PunditSumboo Nath，マドラス高裁では1878

年下位裁判所裁判官であった T.M. Aiyarが，ボン

ベイ高裁では， 1873年ワキーノレであった Haridask任

命されている。

（注50) この問題については Roy,op. cit., pp., 

162ー20411'.:詳しく検討されている。すでに1859年に，

ボンベイ州の公教育局長（Directorof Public lnstru・ 

ction）から同州の首席長官（ChiefSecretary）あての

手紙の中IC，高等文’広が十分かつ適正な訓練をうけな

い｜狼り，インドでも弁護士と裁判官IC任命する要求が

根拠をもち，数年後にはかなりのインド人法律家が弁

護士資格を有することになるので，要求はこのような

資格を有寸るインド人を法律職IC採汗iするというとこ

ろまで進むであろうと響告している。 Ibid.,p. 174. 

（注51) 1862年ボンベイ州では高等文官職が司法職

と行政職IC分離され，ベンガノレでも1873年これが採用

された。これによると高等文官は，数年間γ ジストレ

ート補または補任マジストレートとして行政官を務め

た後，行政職か司法織を選択し，行政織に進むものは

地税官兼県マジストレートからコミァショナー，丹、｜行

2.0 

政府官僚という行政畑を進み，司法職に進むものは県

裁判官，州の法律関係の部局，高裁裁判官というコー

スを進むものとされた。 Royは高等文官裁判官の問

題点として，（1）体系的な法律知識の欠如，（21改革後も

ジュニア裁判宮の法律知識が十分ではなかった（訴訟

を行なう者の犠牲においてかれらは訓練を積んだ），

同市民的権利について無理解であった，（4）高等文官の

可法職が行致織！こ比して質が落ちたということをあげ

ても＇ ~。 Ibid., pp. 183-185. 

（注52) 高等文官職のインド人化の問題について

は，O’Malley,op. cit., pp. 205-227; Roy, op. cit., 

pp. 95-161. 

（注53) サドノレ・アミーンは1824年に月給制となっ

た。山崎 前掲論文 63～64へージ。1833年iこは，方、れ

らの月給は，首席サドル・アミーンは 500，レピー，サ

ドノレ・アミーンは2501レピー， ムンシブは1001レピーと

されてし、る。 Jain,op. cit., p. 264. 

（注54) Misraは， 1828～49年間でイント政府のイ

ンド人官僚は1197人から281:3人lζ増加したと述べてい

る。この内訳から司法関係職だけを抜き出してみると

以下のとおりである。

I i臨 1 1849年

首席サドル・ 7ミ－ζ一一丁一てごT 64よ
サ ドル・アミーγ i 157人 I 81 
ムンシフ ｜筋 1 494 
マジストレート代理 I - I II 

地税宮代理・地税官補 I - I 86 

計 I 243 I 736 

（出所） Misra, B. B., The Indian Middle Cl，酎・ses,London, 
Oxford University Press. 1961, p. 178. 

（注55〕 Misra,The Administrative History・・－－－，

pp. 210-211 & p. 540; Cowell, op. cit., pp. 251-

252. 

（注56) Misra, The Administrative History・・・, 

pp. 214-215 . ..，，ドヲスの場合，一般に高裁の弁護士，

(Advocate）およびワキールから任命されたといわれ

る。しかるに，高裁弁護士およびワキールの任命につ

いては，一般に法学士号のほかそれぞれ何らかの追加

要件があったのであり，，J;、なぐともムンシブについて

は，マドラスを除きこれら高裁の弁護士より，格付け

は下であったのではなし、かと思われる。

（注57) 「州公務員職jについては，O’Malley,op. 

cit.; Roy, op. cit.のほか， Misra,The Administ・ 

rative History・・…， pp.215----248と参照。これによれ

ば，県裁判官職の 3分の lおよび地税官兼マジストレ



ートの 6分の lがこの職i乙開放されるものとされた。

（注58) Roy, op. cit., pp. 180ー190,

（注目〕 Woodruff, oρ. cit., p. 364. 

（住60〕 Roy,op. cit., p. 182. 

（注61〕 Roy, op. cit., pp. 182-193.なおこの時点

ではすでに弁護士数が過剰気味であったことも指摘さ

れている。 Schmitthener,op. cit., pp. 3日妊．

（注62〕 TheGovernment of India Act, 1935 （以

下 G.I. A.と略す）， s. 220，この規定はすでにみたよ

うに 1861年のインド高等裁判所法とほぼ同じである

が，法廷弁護士および高等文官l乙対する 3分の 1以上

の裁判官職の留保の規定ははずされている。なお1930

年の段階では，法廷弁護士，高等官職およびインド人

法律家の構成比は 2. 2: 1であるという記述があ

る。 Go舘， A.K., Public Administration in India, 

Calcutta, University of Calcatta, 1930, p. 313. 

〔注63) G. I. A. S. 254. 

（注64〕 G. I. A. S. 255.なお第お4条および第255

条は，「インドにおける国王の役人」（TheServices of 

the Crown in India）の中の「司法職に関する特別規

定」（SpecialProvisions as to Judicicl O侃cers）の中

に規定されている。

インドの下位裁判所

（住田） この問題については，Gilchrist,R. N., The 

Separation of Executive and Judicial Function, 

Calcutta, University of Calcutta, 1932がある。これ

が植民地支配のもっとも有効な道具であったことは，

有名な1929年の「メーラット共産主義者陰謀事件」

(Meerut Communist Conspiracy Case）が，このマジ

ストレートにより構成される裁判所により審理された

ことを述べれば十分であろう。この事件はアラーハ一

二一ド高裁に上訴され，その判決は大幅に覆えされ減

刑された。これをあるインド人法律家は，インド司法

の勝利としている。インド人の限からみた下位裁判所

と上位裁判所の対比として興味深し、。（つづく）

〔付記〕 本稿は1972年7月～1974年6月の海外派遣

期間の研究成果の一部である。その作成に関しては，

いろいろな方から御指導を頂いたが，とくに東京大学

東洋文化研究所教授山崎利男氏には草稿を一読して頂

き，懇切なるコメントを頂いた。ここに記して謝意を

表したい。もっとも当然ながら記述の誤りについては

筆者のみが責任をおう。

（経済協力調査室〕

次号（特集号〉のおしらせ

次号は，アジア諸国の農村における雑業層，農業労働者層について，その実態と変容を解明する特集号を予定

しています。とりあげる地域と執筆者はつぎのとおりです。
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